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お　

知　

ら　

せ

厚
生
年
金
特
例
法
に
つ
い
て

厚
生
年
金
保
険
料
が
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
主
か
ら
保
険
料
の
納
付
や

資
格
な
ど
の
届
出
が
さ
れ
て
い
な
い
方
に
年
金
を
お

支
払
い
す
る
法
律
が
で
き
ま
し
た
。

　

厚
生
年
金
保
険
料
が
天
引
き
さ
れ

て
い
て
も
、
事
業
主
か
ら
保
険
料
の

納
付
や
厚
生
年
金
の
資
格
な
ど
の
届

出
が
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
保

険
料
の
徴
収
権
が
時
効
消
滅
と
な
る

２
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
記

録
は
年
金
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

厚
生
年
金
特
例
法
の
成
立
に
よ

り
、
厚
生
年
金
保
険
料
の
給
与
天
引

き
が
あ
っ
た
こ
と
が
年
金
記
録
確
認

第
三
者
委
員
会
で
認
定
さ
れ
た
と
き

は
、
年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ
て
年
金

額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

今
ま
で
は

こ
れ
か
ら
は

＜具体例＞

　３年前に退職した事業所で、厚生年金保険料を給与

天引きされたにもかかわらず、事業主が厚生年金の加

入手続きをしていなかったことがわかった場合。。

厚生年金特例法の成立により、厚生年金保険料の給与天引きが
あったことが年金記録確認第三者委員会で認定されたときは、
年金記録が訂正されて年金額に反映されます。

入社
▼

退社（３年前）
▼

年金額に反映される
これからは

厚生年金の届出なし 年金額に反映されない

■
詳
し
く
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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電
話
く
だ
さ
い
。

　
　

国
民
健
康
保
険
税
の

納
付
に
つ
い
て

■
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

【
対
象
と
な
る
人
】

　

次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
人

・ 

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
全
員
（
世

帯
主
を
含
む
）
が
65
歳
か
ら
75
歳
未
満
で

構
成
さ
れ
る
世
帯
の
世
帯
主

・ 

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
世
帯
主

・ 

介
護
保
険
料
と
国
民
健
康
保
険
税
の
合

計
額
が
年
金
支
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え

な
い
世
帯
主

※ 

年
度
の
途
中
で
、
65
歳
に
な
る
世
帯

主
は
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
は
65
歳
到

達
日
に
よ
り
納
付
書
ま
た
は
指
定
の
金
融

機
関
な
ど
で
振
替
納
付
す
る
方
法
（
普
通

徴
収
）
や
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
方
法

（
特
別
徴
収
）
ま
た
は
そ
の
両
方
の
併
用

徴
収
で
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※ 

年
度
の
４
月
か
ら
９
月
ま
で
に
75
歳

に
な
る
世
帯
主
は
、
納
付
書
ま
た
は
指
定

の
金
融
機
関
な
ど
で
振
替
納
付
す
る
方
法

（
普
通
徴
収
）で
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※ 

年
度
の
10
月
か
ら
３
月
ま
で
に
75
歳

に
な
る
世
帯
主
は
、
４
月
、
６
月
、
８

月
に
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ

れ
、
残
り
の
額
を
10
月
、
１
月
に
納
付
書

ま
た
は
指
定
の
金
融
機
関
な
ど
で
振
替
納

付
す
る
方
法
（
普
通
徴
収
）
で
納
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

※ 

年
度
途
中
で
特
別
徴
収
が
で
き
な
い

要
件
に
当
て
は
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は
年

度
途
中
で
特
別
徴
収
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
世
帯
主
は
、
特
別
徴
収
と
普
通
徴
収
の

併
用
徴
収
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　

社
会
保
険
庁
等
年
金
支
払
機
関
で

　
　

の
年
金
天
引
が
可
能
と
な
ら
れ
た
方

　
　

に
つ
い
て
は
、
機
関
か
ら
通
知
が
あ

　
　

り
次
第
、
役
場
か
ら
該
当
の
皆
様
へ

　
　

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

■
納
付
書
や
金
融
機
関
な
ど
か
ら
振

替
納
付
（
普
通
徴
収
）

【
対
象
と
な
る
人
】

　

年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
の

対
象
と
な
ら
な
い
世
帯
主

　
　
　

普
通
徴
収
の
方
に
つ
い
て
は
、
昨

　
　

年
ど
お
り
６
月
に
通
知
し
ま
す
。　

　
　
　

納
付
月
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
で
ど

　
　

お
り
の
６
月
、
８
月
、
10
月
、
１
月

　
　

で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先
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